
科 目 金 額

負債及び純資産の部合計資 産 の 部 合 計

科 目 金 額

有 価 証 券
金 銭 の 信 託

商 品 地 方 債
商 品 国 債

商 品 有 価 証 券
買 入 金 銭 債 権
コ ー ル ロ ー ン
預 け 金
現 金

現 金 預 け 金
（資　産　の　部）

その他の商品有価証券

そ の 他 の 証 券
株 式
社 債
地 方 債
国 債

当 座 貸 越
証 書 貸 付
手 形 貸 付
割 引 手 形

貸 出 金

外 国 為 替

取 立 外 国 為 替

外 国 他 店 預 け
買 入 外 国 為 替

そ の 他 資 産

そ の 他 の 資 産
金 融 派 生 商 品
未 収 収 益
前 払 費 用
未 決 済 為 替 貸

有 形 固 定 資 産
建 物

リ ー ス 資 産
土 地

その他の有形固定資産

貸 倒 引 当 金
支 払 承 諾 見 返
繰 延 税 金 資 産

無 形 固 定 資 産
その他の無形固定資産

そ の 他 の 預 金
定 期 積 金
定 期 預 金
通 知 預 金
貯 蓄 預 金
普 通 預 金
当 座 預 金

預 金

譲 渡 性 預 金

そ の 他 負 債
未 払 外 国 為 替
売 渡 外 国 為 替

外 国 為 替
借 入 金

借 用 金

コ ー ル マ ネ ー
債券貸借取引受入担保金

前 受 収 益

そ の 他 の 負 債

リ ー ス 債 務
金 融 派 生 商 品
給付補てん備金

未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
未 決 済 為 替 借

資 本 金
資 本 剰 余 金

負 債 の 部 合 計
支 払 承 諾

偶 発 損 失 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金
睡眠預金払戻損失引当金

繰越利益剰余金

その他利益剰余金
利 益 準 備 金

利 益 剰 余 金
その他資本剰余金
資 本 準 備 金

別 途 積 立 金
固定資産圧縮積立金

純 資 産 の 部 合 計
新 株 予 約 権

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

株 主 資 本 合 計
自 己 株 式

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資 産 除 去 債 務

災 害 損 失 引 当 金

４４３，５２１
６６，９５１
３７６，５６９
９９２

１９，９８１
２３，９０６
２，０９５
１，８１４
１９，９９７
４５，４３１

２，１１８，０７５
８６４，８５７
１０７，９５２
７６０，７２８
９３，８７１
２９０，６６５

３，５０５，７５２
１３，４８１
１９１，５２４
２，７８１，８３１
５１８，９１４
３，４９３
３，２２３
１５９
１１０

２１，６９８
４
５５

８，４７０
２，６８４
１０，４８３
３６，５２３
１１，５６９
２１，４２３
７７１
２，７５８
３８０
３８０

３７，０５２
２７，８０４

△　９５，６３９

６，１８８，９７４

５，３６０，０４９
１８５，６７２

２，７６９，６１２
１２３，７１４
７，４７７

２，１９２，６８９
１６，２４８
６４，６３３
２７６，３９０
６４，４４１
８１７

９３，７０４
９３，７０４
５６
１２
４４

２５，５７６
３３

５，８８９
８，５６０
１，６９０
１０

３，７６５
８８６
６２２

４，１１８
４１，２６６
２１８

１，３１５
８３８

２７，８０４
５，８９２，４７９

２４，６５８
７，８４２
７，８３５
７

２４７，８２０
２４，６５８
２２３，１６１
７７９

２５１，６０５

２７６，１６４
２０，４９１

２０，０７８
２５１

２９６，４９５

△　２９，２２２
△　　４，１５７

△　　　４１２

６，１８８，９７４

（負　債　の　部）

（純資産の部）

（単位：百万円）

氏 家 照 彦

仙台市青葉区中央三丁目３番２０号

取締役頭取

株式会社

貸借対照表（平成２３年３月３１日現在）

平成２３年６月２９日

第１２７期　決　算　公　告



損益計算書 ）

）

科 目 金 額

２２，９３０
７６

５６，１０７
７９，３００

２７０

５７０

８，５７８

４９，３８５

９，７４２

１，０４４

７，３６９

８４

０
４９

１，３４９
１４６
６５５

７，５８２
７

６０，４０１

６６２

７００
４，１６４

１５

２３

１，８４６
６，０１０

５９３
４２

２３
６

１，４２８

１，０７６

５５０
４，７３７
６，２２５

１，２９７
８７６

３，２５１

９８７

２８６

０
７６

７７

１６５
１５，１６２
６，７８８
８，３７３

２０

３０，６３４
３，０３２

２７，６０１

７，４１９

５１，０８４

１６，０６２

８３，０７９

９９，１４２

△　　５，５４６

（単位：百万円）

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益
貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コ ー ル ロ ー ン 利 息
預 け 金 利 息
そ の 他 の 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益
受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益
外 国 為 替 売 買 益
商 品 有 価 証 券 売 買 益
国 債 等 債 券 売 却 益

そ の 他 の 業 務 収 益
国 債 等 債 券 償 還 益

そ の 他 経 常 収 益

そ の 他 の 経 常 収 益
金 銭 の 信 託 運 用 益
株 式 等 売 却 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

そ の 他 の 支 払 利 息
金利スワップ支払利息
借 用 金 利 息
債券貸借取引支払利息
コ ー ル マ ネ ー 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息
預 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損
国 債 等 債 券 償 還 損
金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 経 常 費 用
営 業 経 費

そ の 他 の 経 常 費 用
金 銭 の 信 託 運 用 損
株 式 等 償 却
株 式 等 売 却 損
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

経 常 利 益
特 別 利 益

厚生年金基金代行返上益
償 却 債 権 取 立 益
固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

災 害 に よ る 損 失

減 損 損 失
固 定 資 産 処 分 損

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

当 期 純 損 失
法 人 税 等 合 計
法 人 税 等 調 整 額
法人税、住民税及び事業税
税 引 前 当 期 純 損 失

平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで



個 別 注 記 表

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
　（１）　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・
子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決
算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困
難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時（２）
価法、その他の金銭の信託については上記　のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。（１）

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法
　（１）　有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定率法を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

　（２）　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。
　　リース資産（３）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

６．引当金の計上基準
　　貸倒引当金（１）
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債
権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し
ております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。
（追加情報）
　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による被害を受けた地域のうち、津波によって甚大な被害
を受けた地域に所在する債務者（破綻懸念先以下を除く。以下「罹災地域の債務者」という。）に係る
債権１７８，９８１百万円については、資産の自己査定基準に基づく査定結果とは別にグルーピングのうえ、将
来発生が見込まれる損失を合理的に見積り、貸倒引当金４７，３３９百万円を計上しております。
　　退職給付引当金（２）
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
必要額を計上しております。



　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理
（追加情報）
　当行は、厚生年金基金の代行部分について、平成２２年１２月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免
除の認可を受けております。当事業年度末日現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）は
１６，０５４百万円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当事業年度末日に行われたと仮定し
て、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第１３号）第
４４－２項を適用した場合に生じる特別利益の見込額は１１，４９０百万円であります。なお、返上手続きの完了
時期は未定であり、実際に計上する額は今後の株式市況等により変動する可能性があります。

　　睡眠預金払戻損失引当金（３）
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発
生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　偶発損失引当金（４）
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　災害損失引当金（５）
　東日本大震災により被災した店舗等の原状回復に要する修繕費用の支出に備えるため、当事業年度末
において合理的に見積った額を計上しております。

７．リース取引の処理方法
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する事
業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

８．ヘッジ会計の方法
　　金利リスク・ヘッジ（１）
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき処理しております。ヘ
ッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出
金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価
しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金
利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象資
産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
　　為替変動リスク・ヘッジ（２）
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨
建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第
２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによ
りヘッジの有効性を評価しております。

９．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただ
し、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

会計方針の変更
（資産除去債務に関する会計基準）
　当事業年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号平成２０年３月３１日）及び「資産除
去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１号平成２０年３月３１日）を適用しております。
　これにより、税引前当期純損失は５８７百万円増加しております。なお、経常利益への影響は軽微であります。



注記事項
（貸借対照表関係）
１．関係会社の株式総額　　　　　　　　　　　９２　百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は５，２３０百万円、延滞債権額は７８，２０１百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）
第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は９７９百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２８，０２４百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１１２，４３５百万円で
あります。
　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（追加情報）
　「重要な会計方針６．引当金の計上基準　（１）貸倒引当金」の追加情報に記載のとおり、平成２３年３月１１日に
発生した東日本大震災による罹災地域の債務者に係る債権１７８，９８１百万円については、資産の自己査定基準
に基づく査定結果とは別にグルーピングを行っているため、資産の自己査定基準に基づく査定を実施した
場合、上記２．から５．に掲げる債権額が増加する可能性があります。

６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は、１３，６４０百万円であります。

７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券　　　　　　　　　　　　２３２，３０１　百万円
その他資産　　　　　　　　　　　　　１４１　百万円
担保資産に対応する債務
預金　　　　　　　　　　　　　　　２６，０９８　百万円
債券貸借取引受入担保金　　　　　　　　８１７　百万円
借用金　　　　　　　　　　　　　　９３，５００　百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３９，３７１百万円を差
し入れております。
　なお、その他の資産のうち保証金は６９百万円であります。
８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，５１３，５８７百万円であります。このうち原契約期
間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが１，４８６，８３６百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要
に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。



９．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　７３，１５４　百万円
１０．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　　　　　　　　　７，８５７　百万円
１１．「有価証券」中の「社債」のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する
当行の保証債務の額は１０，４３０百万円であります。

１２．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　７９０　円　０６　銭
１３．貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機器の一部等については、所有権移転外ファイナン
ス・リース契約により使用しております。
　なお、リースにより使用する固定資産に関する事項は次のとおりであります。

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額　　　　　　　　有形固定資産　　　７，９２６　百万円

無形固定資産　　１，４５８　百万円
合計　　　　　　　９，３８４　百万円

減価償却累計額相当額　　　　　有形固定資産　　６，４４８　百万円
無形固定資産　　　９４８　百万円
合計　　　　　　７，３９６　百万円

減損損失累計額相当額　　　　　有形固定資産　　　　１８　百万円
無形固定資産　　　　－　百万円
合計　　　　　　　　１８　百万円

期末残高相当額　　　　　　　　有形固定資産　　１，４５９　百万円
無形固定資産　　　５１０　百万円
合計　　　　　　１，９７０　百万円

・未経過リース料期末残高相当額　　１年内　　　　　１，７９３　百万円
１年超　　　　　　３４１　百万円
合計　　　　　　２，１３５　百万円

・リース資産減損勘定の期末残高　　　　　　　　　　　　　５　百万円
・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
支払リース料　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０３８　百万円
リース資産減損勘定の取崩額　　　　　　　　　　　　３　百万円
減価償却費相当額　　　　　　　　　　　　　　　１，８３２　百万円
支払利息相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　１１５　百万円
減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２　百万円

・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・利息相当額の算定方法
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては、利息法によっております。

１４．関係会社に対する金銭債権総額　　　　　　　　　　　　１６，３３１　百万円
１５．関係会社に対する金銭債務総額　　　　　　　　　　　　３，１９３　百万円
１６．銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ　（１　０）に規定する単体自己資本比率（国内基準）１１．４４％

（損益計算書関係）
１．関係会社との取引による収益

資金運用取引に係る収益総額　　　　　　　　　　　　　２３８　百万円
役務取引等に係る収益総額　　　　　　　　　　　　　　　６７　百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額　　　　　　１９１　百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額　　　　　　　　　　　　　　０　百万円
役務取引等に係る費用総額　　　　　　　　　　　　　　７５２　百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額　　　　　４，６４１　百万円

関係会社とのその他の取引高総額
各種ローンの被保証債務履行に伴う回収額　　　　　　１，８８７　百万円



資本金

（百万円）
出資金
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４００
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債務の保証
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私募債の引受
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３０

（百万円）
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資本金

信用保証㈱
七十七

種類

子会社

所在地名　　称

青葉区
仙台市

又は氏名

会社等の 又　は
（百万円）

関連当事者
との関係

役員の兼任

の被保証先
当行ローン

所有（被所有）又 は 職 業

信用保証業務
　直接

　４５．９０
　間接
　５．００

所有　　

割 合（％）

事業の内容 議決権等の
取引の内容

各種ローンの

被保証債務の
履行による

被保証

ローンの回収

残　高科目

－

－

－

（百万円）

－

取引金額 期　末

与信取引先－ 資金の貸付 貸出金－ －松岡　順一 不動産賃貸役員及び
その近親者

６８２，６３０

１，４８４

　０．０６

４，３５３

１５０

２００

２８５

７００

２４

１５

４，１４４

１８２

２００

２９２

５７２

２５

１６

宮城県

社債

２．「その他の経常費用」には、債権売却損８３４百万円を含んでおります。
３．「災害による損失」には、貸倒引当金繰入額４７，５５５百万円及び固定資産関連損失１，０１３百万円（うち災害
損失引当金繰入額８３８百万円、固定資産処分損１７０百万円）を含んでおります。

４．１株当たり当期純損失金額　　　　　　　８０　円　８１　銭
５．当事業年度において、宮城県内の営業用店舗１２か所及び遊休資産１か所並びに宮城県外の営業用店舗１
か所について減損損失を計上しております。
　当行は、減損損失の算定にあたり、原則として、営業用店舗については継続的に収支の把握を行ってい
る個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。減損
損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引
前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額１，０４４百万円（土地７６６百万円、建物２４５百万円、その他の有形固定資産等３２百万円）を減損損失
として特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引いて、
それぞれ算定しております。

６．関連当事者との取引は次のとおりであります。
　　子会社及び関連会社等（１）

取引条件及び取引条件の決定方針等
　保証料は、各種ローンの債務者が上記子会社に直接支払っているほか、一部のローンについては、当
行より支払っております。

　　役員及び個人主要株主等（２）

（注）取引金額は平均残高を記載しております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
　一般の取引と同様な条件で行っております。



売買目的有価証券

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの その他

合　計

貸借対照表計上額
（百万円） （百万円） （百万円）

貸借対照表計上額
（百万円） （百万円） （百万円）

子会社・子法人等株式

合　計

子会社・子法人等株式

合　計

（百万円）
貸借対照表計上額

９２

９２

－

－

－ － －

－ － －

当事業年度の損益に含まれた
評価差額（百万円）

１８７１８７

１８７ １８７

０

時　価 差　額種　類

時　価 差　額

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入
金銭債権」中のその他買入金銭債権が含まれております。
１．売買目的有価証券（平成２３年３月３１日現在）

２．満期保有目的の債券（平成２３年３月３１日現在）

３．子会社・子法人等株式（平成２３年３月３１日現在）

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「子会社・子法人等株式」には含めておりません。



合　計

合　計

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

株式

債券

　国債

　地方債

　社債

その他

小計

株式

債券

　国債

　地方債

　社債

その他

小計

貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円） （百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式

債券

　国債

　地方債

　社債

その他

合　計

４．その他有価証券（平成２３年３月３１日現在）

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成２２年４月１日　至　平成２３年３月３１日）

６９，４１０

１，５０７，８３１

７７８，５８７

１０３，８９３

６２５，３５０

７４，９８８

１，６５２，２３０

２１，１８３

２２５，７０５

８６，２６９

４，０５９

１３５，３７７

２１５，４３３

４６２，３２２

２，１１４，５５３

４１，２２４

１，４７４，４１４

７５８，１６０

１０２，２３１

６１４，０２２

７３，４４１

１，５８９，０８０

２５，８８６

２２７，５６３

８６，７７５

４，０７２

１３６，７１５

２３６，９５４

４９０，４０５

２，０７９，４８６

２８，１８５

３３，４１７

２０，４２７

１，６６１

１１，３２８

１，５４７

６３，１４９

△　　４，７０３

△　　１，８５８

△　　　　５０６

△　　　　　１３

△　　１，３３８

△　２１，５２０

△　２８，０８２

３５，０６７

３，１８５

２４３

３，４２９

４，９０６

１２１，４６０

５４，７９７

１６，０９１

５０，５７１

１６２

１２６，５２８

１，０７６

９０５

３５２

５６

４９６

８２

２，０６３

７

２３

－

－

２３

－

３１

組合出資金

差　額種　類



正常先

要注意先 時価が取得原価に比べて３０％以上下落

時価が取得原価に比べて下落

その他の
金銭の信託

運用目的の金銭の信託

（百万円）
貸借対照表計上額

貸借対照表
計上額

（百万円）

取得原価
（百万円） （百万円）

（百万円） （百万円）
価を超えないもの
計上額が取得原
うち貸借対照表うち貸借対照表

計上額が取得原
価を超えるもの

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

当事業年度の損益に含まれ
た評価差額（百万円）

２４，８４２ ５３０

２０，５８８ ２２，１３５ △　１，５４６ － １，５４６

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

正常先

要注意先

時価が取得原価に比べて下落

時価が取得原価に比べて３０％以上下落

差　額

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて５０％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは３０％）以上下落

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて５０％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは３０％）以上下落

６．減損処理を行った有価証券
　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ
て著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該
時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）しております。
　当事業年度における減損処理額は６０３百万円（うち、株式６０３百万円）であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成２３年３月３１日現在）

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２３年３月３１日現在）

（注）１．貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであ
ります。

２．「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

３．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、減損処理しております。なお、当事業
年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。



（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　３７，４４２　百万円
退職給付引当金　　　　　　　　　　１６，７００
減価償却　　　　　　　　　　　　　７，２２６
有価証券償却　　　　　　　　　　　２，００３
その他　　　　　　　　　　　　　　５，２８３

繰延税金資産小計　　　　　　　　　　６８，６５５
評価性引当額　　　　　　　　　　　△　１８，０３２
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　５０，６２３

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金　　　△　１３，０２９
固定資産圧縮積立金　　　　　　△　　　　５２８
その他　　　　　　　　　　　　　△　　　　　１２

繰延税金負債合計　　　　　　　　△　１３，５７０
繰延税金資産の純額　　　　　　　　　３７，０５２　百万円



科 目 金 額科 目 金 額

資 産 の 部 合 計

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

リース債権及びリース投資資産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

リ ー ス 資 産

その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

債券貸借取引受入担保金

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

負 債 の 部 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

新 株 予 約 権

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

その他の包括利益累計額合計

支 払 承 諾

災 害 損 失 引 当 金

４４３，６０７

９９２

１９，９８１

２３，９０６

４５，４３１

２，１２９，０９０

３，４９５，６７１

３，４９３

２３，２４０

３１，６９７

３７，１９９

１１，５９１

２１，４２３

１９５

３，９８８

９１５

５２９

３８６

４１，１１２

２７，８０４

５，３５７，２０６

２７６，１９０

６４，４４１

８１７

１０４，６３０

５６

３５，８９５

１２

４１，６６８

５８

２１８

１，３１５

８４８

２７，８０４

５，９１１，１６３

負債及び純資産の部合計

２４，６５８

７，８４２

２４９，１２８

２７７，４９８

２０，０８５

２５１

８，６６３

３０６，４９９

６，２１７，６６３ ６，２１７，６６３

（純資産の部）

（単位：百万円）

△　１０６，４８１

△　　４，１３１

△　　　４１２

２０，４９７

第１２７期　決　算　公　告

株式会社

取締役頭取 氏 家 照 彦

仙台市青葉区中央三丁目３番２０号

平成２３年６月２９日

連結貸借対照表（平成２３年３月３１日現在）



）

）

科 目 金 額

１１５，３７５
７９，８１８
５６，５３１
２３，０２４

７６
２０
１６５

１６，１０９
１６，３７７
３，０６９

９７，２１８
６，３３５
４，７３７
５５０
２７０
２３
１５３
５９９
５，２５７
１３，１２７
６１，５９４
１０，９０３
８，６１３
２，２９０

１８，１５６
７，４２１

４９
１

７，３６９
０

５２，３８７
８５

１，０４４
５７０

５０，６８７
２６，８０８

９，４５９

３，５８２
３０，３９１

６６
３０，４５８

△　　５，８７７

（単位：百万円）

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 経 常 収 益

貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コールローン利息及び買入手形利息

そ の 他 の 受 入 利 息
預 け 金 利 息

経 常 収 益

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

コールマネー利息及び売渡手形利息
債券貸借取引支払利息
借 用 金 利 息
そ の 他 の 支 払 利 息

預 金 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息

役 務 取 引 等 費 用
そ の 他 業 務 費 用
営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

そ の 他 の 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

特 別 利 益
経 常 利 益

そ の 他 の 特 別 利 益
厚生年金基金代行返上益
償 却 債 権 取 立 益
固 定 資 産 処 分 益

特 別 損 失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失

災 害 に よ る 損 失
税金等 調 整 前 当 期 純 損 失
法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
少数株主損益調整前当期純損失
少 数 株 主 利 益
当 期 純 損 失

平成２２年４月１日から
平成２３年３月３１日まで連結損益計算書



連 結 注 記 表

　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基づいて
おります。

１．連結計算書類の作成方針
　　連結の範囲に関する事項（１）
①　連結される子会社及び子法人等　　　７社
連結される子会社名
七十七ビジネスサービス株式会社
七十七スタッフサービス株式会社
七十七事務代行株式会社

連結される子法人等名
七十七リース株式会社
七十七信用保証株式会社
七十七コンピューターサービス株式会社
株式会社七十七カード

②　非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

　　持分法の適用に関する事項（２）
①　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等
該当ありません。

②　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等
該当ありません。

　　連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項（３）
連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。
３月末日　　　　７社

２．会計処理基準に関する事項
　　商品有価証券の評価基準及び評価方法（１）
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
　　有価証券の評価基準及び評価方法（２）
　（　）イ　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他
有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動
平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による
原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
　（　）ロ　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については
時価法、その他の金銭の信託については上記　（　）イのうちのその他有価証券と同じ方法により行っており
ます。

　　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法（３）
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
　　減価償却の方法（４）
　（　）イ　有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として定率法により償却しておりま
す。



　（　）ロ　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当
行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

　（　）ハ　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、リース期
間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　貸倒引当金の計上基準（５）
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債
権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。ま
た、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上し
ております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等
に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権について
は過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。
（追加情報）
　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による被害を受けた地域のうち、津波によって甚大な被害
を受けた地域に所在する債務者（破綻懸念先以下を除く。以下「罹災地域の債務者」という。）に係る
債権１８４，８２８百万円については、資産の自己査定基準に基づく査定結果とは別にグルーピングのうえ、将
来発生が見込まれる損失を合理的に見積り、貸倒引当金４８，８１８百万円を計上しております。
　　役員賞与引当金の計上基準（６）
　連結される子会社及び子法人等の役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込
額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
　　退職給付引当金の計上基準（７）
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき、必要額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
（追加情報）
　当行は、厚生年金基金の代行部分について、平成２２年１２月１日に厚生労働大臣から将来分支給義務免
除の認可を受けております。当連結会計年度末日現在において測定された返還相当額（最低責任準備金）
は１６，０５４百万円であり、当該返還相当額（最低責任準備金）の支払が当連結会計年度末日に行われたと
仮定して、「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第
１３号）第４４－２項を適用した場合に生じる特別利益の見込額は１１，４９０百万円であります。なお、返上手続
きの完了時期は未定であり、実際に計上する額は今後の株式市況等により変動する可能性があります。

　　役員退職慰労引当金の計上基準（８）
　連結される子会社及び子法人等の役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基
づく期末要支給額を計上しております。
　　睡眠預金払戻損失引当金の計上基準（９）
　負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発
生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。
　　　偶発損失引当金の計上基準（１０）
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。



　　　災害損失引当金の計上基準（１１）
　東日本大震災により被災した店舗等の原状回復に要する修繕費用の支出に備えるため、当連結会計年
度末において合理的に見積った額を計上しております。
　　　外貨建資産・負債の換算基準（１２）
　外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　　　リース取引の処理方法（１３）
　借手側の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に
開始する連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
　　　重要なヘッジ会計の方法（１４）
　（　）イ　金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき処理して
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と
なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング
のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対
象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象
資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。

　（　）ロ　為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外
貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘ
ッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを
確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

　　　消費税等の会計処理（１５）
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た
だし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更
（資産除去債務に関する会計基準）
　当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号平成２０年３月３１日）及び「資
産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１号平成２０年３月３１日）を適用しており
ます。
　これにより、税金等調整前当期純損失は５８７百万円増加しております。なお、経常利益への影響は軽微であ
ります。

表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第５号平成２３年３月２５日）により改正された
「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式を適用し、前連結会計年度における「評価・換算差
額等」は当連結会計年度から「その他の包括利益累計額」として表示しております。

（連結損益計算書関係）
　当連結会計年度から「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第４１号平成２２年９月２１日）
により改正された「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式を適用し、「少数株主損益調整前
当期純損失」を表示しております。

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は５，９７９百万円、延滞債権額は８０，５９３百万円であります。



　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行
った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）
第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ
ります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は９７９百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は２８，０８１百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１１５，６３４百万円で
あります。
　なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（追加情報）
　「２．会計処理基準に関する事項　（５）貸倒引当金の計上基準」の追加情報に記載のとおり、平成２３年３月
１１日に発生した東日本大震災による罹災地域の債務者に係る債権１８４，８２８百万円については、資産の自己査
定基準に基づく査定結果とは別にグルーピングを行っているため、資産の自己査定基準に基づく査定を実
施した場合、上記１．から４．に掲げる債権額が増加する可能性があります。
５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりま
すが、その額面金額は、１３，６４０百万円であります。
６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券　　　　　　　　　　　　２３２，３０１　百万円
その他資産　　　　　　　　　　　　　１４１　百万円
リース投資資産　　　　　　　　　　　１３０　百万円
担保資産に対応する債務
預金　　　　　　　　　　　　　　　２６，０９８　百万円
債券貸借取引受入担保金　　　　　　　　８１７　百万円
借用金　　　　　　　　　　　　　　９３，５９０　百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３９，３７１百万円を差
し入れております。
　なお、その他の資産のうち保証金は１０１百万円であります。
７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，５５５，０１８百万円であります。このうち原契約期
間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが１，５２８，２６８百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、
当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

８．有形固定資産の減価償却累計額　　　　７６，０７３　百万円
９．有形固定資産の圧縮記帳額　　　　　　７，８５７　百万円



１０．借用金には、リース投資資産９，９７３百万円を担保に提供する債権譲渡予約を行っている借入金８，３１１百万
円が含まれております。

１１．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当行
の保証債務の額は１０，４３０百万円であります。

１２．１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　７９３　円　６４　銭
１３．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機器の一部等については、所有権移転外ファイナ
ンス・リース契約により使用しております。
　なお、リースにより使用する固定資産に関する事項は次のとおりであります。

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び年度末残高相当額
取得価額相当額　　　　　　　　　　有形固定資産　　６，７５７　百万円

無形固定資産　　　　－　百万円
合計　　　　　　６，７５７　百万円

減価償却累計額相当額　　　　　　　有形固定資産　　５，５４４　百万円
無形固定資産　　　　－　百万円
合計　　　　　　５，５４４　百万円

減損損失累計額相当額　　　　　　　有形固定資産　　　　－　百万円
無形固定資産　　　　－　百万円
合計　　　　　　　　－　百万円

年度末残高相当額　　　　　　　　　有形固定資産　　１，２１３　百万円
無形固定資産　　　　－　百万円
合計　　　　　　１，２１３　百万円

・未経過リース料年度末残高相当額　　　１年内　　　　　１，２７９　百万円
１年超　　　　　　　４０　百万円
合計　　　　　　１，３１９　百万円

・リース資産減損勘定年度末残高　　　　　　　　　　　　　　－　百万円
・支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失
支払リース料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，４０９　百万円
リース資産減損勘定の取崩額　　　　　　　　　　　　　　－　百万円
減価償却費相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２７７　百万円
支払利息相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１　百万円
減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　百万円

・減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・利息相当額の算定方法
　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配
分方法については、利息法によっております。

１４．当行並びに連結される子会社及び子法人等は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一
時金制度を設けております。
当連結会計年度末の退職給付債務等は次のとおりであります。
　退職給付債務　　　　　　　　　　　△　９３，９８３　百万円
　年金資産（時価）　　　　　　　　　　３６，８４８　　　　
　未積立退職給付債務　　　　　　　　△　５７，１３４
　会計基準変更時差異の未処理額　　　　　　－
　未認識数理計算上の差異　　　　　　　１５，４６６
　未認識過去勤務債務　　　　　　　　　　　－　　　　
　連結貸借対照表計上額の純額　　　　△　４１，６６８
　　前払年金費用　　　　　　　　　　　　　－
　　退職給付引当金　　　　　　　　　△　４１，６６８

１５．銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）１１．６９％



（連結損益計算書関係）
１．「その他の経常費用」には、債権売却損９４２百万円を含んでおります。
２．「災害による損失」には、貸倒引当金繰入額４８，８４７百万円及び固定資産関連損失１，０２３百万円（うち災害
損失引当金繰入額８４８百万円、固定資産処分損１７０百万円）を含んでおります。

３．１株当たり当期純損失金額　　　　　　　　　８０　円　３５　銭
４．当連結会計年度において、当行は、宮城県内の営業用店舗１２か所及び遊休資産１か所並びに宮城県外の
営業用店舗１か所について減損損失を計上しております。
　減損損失の算定にあたり、原則として、当行の営業用店舗については継続的に収支の把握を行っている
個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。また、
連結される子会社及び子法人等は各社をそれぞれ１つのグループとしております。減損損失を計上した資
産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引前将来キャッシュ
・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額１，０４４百
万円（土地７６６百万円、建物２４５百万円、その他の有形固定資産等３２百万円）を減損損失として特別損失に
計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引いて、
それぞれ算定しております。

５．包括利益の金額は△４５，２２４百万円であります。

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
　　金融商品に対する取組方針（１）
　当行並びに連結される子会社及び子法人等は、銀行業務を中心に、リース業務のほか、クレジットカ
ード業務などの金融サービスを提供しております。これらの業務では、主として預金等による資金調達
を行い、貸出金、有価証券等による資金運用を行っております。
　このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利
な影響が生じないように、当行では、資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）を行っております。その一環と
してデリバティブ取引も行っております。
　　金融商品の内容及びそのリスク（２）
　当行並びに連結される子会社及び子法人等が保有する金融資産は、主として国内の法人、地公体、個
人のお客さまに対する貸出金や各種ローンであり、貸出先の契約不履行によって損失を被る信用リスク
や金利の変動により損失を被る金利リスクに晒されております。
　有価証券は、主として債券、株式、投資信託であり、満期保有目的、その他目的で保有しているほか、
お客さまへの販売に対応するため、一部の債券等については売買目的で保有しております。これらは、
発行体の信用リスク、金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。また、市場の混
乱など一定の環境の下で取引が困難になり損失を被る市場流動性リスクに晒されております。
　金融負債は、主として法人、個人のお客さまからお預かりする流動性預金や定期性預金により構成さ
れておりますが、当行の格付が低下するなど一定の環境の下で予期せぬ資金流出が発生し、必要な資金
確保が困難になる資金繰りリスクに晒されております。
　外貨建の資産・負債は、為替の変動により損失を被る為替リスクに晒されております。
　デリバティブ取引は、資産・負債の総合管理（ＡＬＭ）の一環として、貸出金や債券の金利リスクを
ヘッジする目的で金利スワップ取引や債券先物取引等を、外貨建の資産・負債に係る為替リスクをヘッ
ジする目的で外国為替先物予約取引等を利用しており、このうち貸出金をヘッジ対象とする一部のヘッ
ジ取引などにヘッジ会計を適用しております。
　　金融商品に関わるリスク管理体制（３）
①　信用リスクの管理
　当行は、信用リスク管理の基本方針である「信用リスク管理方針」及び信用リスク管理に係る各種
規定等を定め、資産の健全性確保のための基本的なスタンス並びに、信用リスクの評価、モニタリン
グ、コントロール等の管理の実施について明確化しているほか、信用リスクを客観的に把握し、信用
リスク管理の高度化を図る観点から、信用供与先に対する「信用格付制度」を活用しております。
　また、信用リスク管理に係る組織として、信用リスク管理部署および審査管理部署を設置し、信用
リスク管理の実効性を確保しております。



　信用リスク管理部署であるリスク統轄部は、信用リスク量の計測や、与信ポートフォリオの分析を
通じ、将来発生する可能性のある信用リスク量や大口与信先への与信集中の状況等を把握し、当行全
体の信用リスクについての評価、コントロールを行っております。
　審査管理部署である審査部は、貸出金の運用において厳正な審査基準に基づく審査を行うほか、貸
出債権の日常管理徹底のためのシステム開発や、事務手続の厳正化等を行っております。

②　市場リスクの管理
Ａ．市場リスク管理体制
　当行は、市場リスク管理の基本方針である「市場リスク管理方針」及び市場リスク管理に係る各
種規定等を定め、適切な市場リスク管理の運営スタンス並びに、市場リスクの評価、モニタリング、
コントロール等の管理に係る手法を明確化し、厳正な管理を行っております。
　市場リスク管理に係る組織として、市場リスク管理部署（ミドル・オフィス）を設置するほか、
市場取引における相互牽制を図るため、業務運営部署（フロント・オフィス）と事務管理部署（バ
ック・オフィス）を分離し、さらに業務運営部署に市場リスク管理部署の所属員を駐在させ、市場
リスク管理の実効性を確保しております。
　市場リスク管理部署であるリスク統轄部は、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）法等により当
行全体の市場リスク量を計測するとともに、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールするため、
取引の種類や特性に応じて設定したポジション枠や損失限度等の遵守状況を定期的にモニタリング
しております。
　また、先行きの金利・相場・資金・景気動向を予測し、その変動に伴うリスクを回避するととも
に、リスク管理と収益管理の一元化による適正な資産・負債の総合管理を踏まえ、経営の健全性確
保と収益向上の両立をはかるため、機動的に運用戦略等を検討することを目的として、ＡＬＭ・収
益管理委員会を設置しております。

Ｂ．市場リスクに係る定量的情報
　当行は、「有価証券」、「円貨預貸金」、「円貨市場性資金」に関するＶａＲの算定にあたっては、分
散共分散法（保有期間：政策投資株式１２５営業日、それ以外６０営業日、信頼区間：９９．０％、観測期間
：２５０営業日）を採用しております。平成２３年３月３１日（当期の連結決算日）現在で当行の市場リス
ク量（損失額の推計値）は、全体で９９，６６８百万円となっております。ただし、ＶａＲは過去の相場
変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考え
られないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
　なお、当行は、「有価証券」において、モデルが算出するＶａＲと実際の損益を比較するバックテ
スティングを実施し、使用する計測モデルが十分な精度により市場リスクを捕捉していることを確
認しております。

③　流動性リスクの管理
　当行は、流動性リスク管理の基本方針である「流動性リスク管理方針」及び流動性リスク管理に係
る規定を定め、安定的な資金繰り運営のための基本的なスタンス並びに、流動性リスクの評価、モニ
タリング、コントロール等の管理の実施について明確化しているほか、不測の事態への備えとして、
「流動性危機対応プラン」等を定め、迅速かつ的確な対応を行えるよう体制を整備しております。
　また、流動性リスク管理に係る組織として、当行全体の流動性リスクを管理するために流動性リス
ク管理部署を設置し、日々の資金繰り及び資金や証券に係る決済の管理を行うために資金繰り管理部
署及び決済の管理部署を設置しております。
　流動性リスク管理部署であるリスク統轄部は、流動性リスクの評価、モニタリングを行い、必要に
応じてコントロールを行うなど、当行全体の流動性リスクを管理しております。
　資金繰り管理部署及び決済の管理部署である市場国際部は、日次又は月次の資金繰り見通しを作成
するとともに、調達可能額や資産の流動性の把握、大口資金の期日集中の確認等により資金繰り管理
を行っております。また、日銀ネット決済等の決済制度における決済の状況や他の金融機関等との間
で行う決済の状況を把握することにより決済の管理を行っております。

④　連結される子会社及び子法人等に係るリスク管理体制
　連結される子会社及び子法人等については、当行に準じたリスク管理体制としております。

　　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明（４）
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。



連結貸借対
照表計上額 時　価 差　額

負債計

（単位：百万円）

資産計

　　現金預け金（１）
　　コールローン及び買入手形（２）
　　有価証券（３）
　　満期保有目的の債券
　　その他有価証券
　　貸出金（４）
　　　貸倒引当金（※）

　　預金（１）
　　譲渡性預金（２）
　　コールマネー及び売渡手形（３）
　　借用金（４）

４４３，６０７
９９２

２，１２５，６１４
１０，９１１

２，１１４，７０３
３，４９５，６７１
△　　１００，６１８

３，３９５，０５３

５，９６５，２６７

２７６，１９０
６４，４４１
１０４，６３０

４４３，６０７
９９２

２，１２５，６９７
１０，９９４

２，１１４，７０３

２７６，１９０
６４，４４１

―
―
８２
８２
―

７，０１８
０
―

５，３５７，２０６ ５，３６４，２２５

５，８０２，４６８

１０４，６０５

５，８０９，４６２

△　　２５

６，９９３

３，４５１，００６

６，０２１，３０３

５５，９５２

５６，０３５

２．金融商品の時価等に関する事項
　平成２３年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）
参照）。また、「連結貸借対照表計上額」の重要性が乏しい科目については記載を省略しております。

（※）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資　産
　　現金預け金（１）
　預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　　コールローン及び買入手形（２）
　コールローン及び買入手形については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。

　　有価証券（３）
　株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価格又は取引金融機関が算定する価格等によってお
ります。投資信託は、公表されている基準価額や証券投資信託委託会社が提供する基準価額によって
おります。
　自行保証付私募債については、将来キャッシュ・フロー（クーポン、元本償還額、保証料）を、市
場金利、発行体の信用リスク等を考慮した利率で割り引いて時価を算定しております。
　変動利付国債については、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会
実務対応報告第２５号平成２０年１０月２８日）を踏まえ、市場価格を時価とみなせないと当行が判断する基
準に該当したものについて、当連結会計年度末において合理的な見積りに基づき算定された価額によ
り評価しております。
　これにより、市場価格に基づく価額により評価した場合に比べ、有価証券は１６，６５５百万円、その他
有価証券評価差額金は９，８９３百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は６，７６２百万円減少しております。
　変動利付国債の合理的な見積りに基づき算定された価額は、国債の利回り及び金利スワップション
のボラティリティ等から見積った将来キャッシュ・フローを、同利回りに基づく割引率を用いて割り
引くことにより算定しており、国債の利回り及び金利スワップションのボラティリティが主な価格決
定変数であります。

　　貸出金（４）
　貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実
行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、商品性



連結貸借対照表計上額

（単位：百万円）

①　非上場株式（※１）（※２）

区　　分

合　　計

②　組合出資金（※３）

３，２３２

２４３

３，４７５

に応じて元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率又は市場金利に信用格付ご
との標準スプレッド（経費率を含む）を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、
約定期間が短期間（１年以内）で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価とし
ております。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見
込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表価額か
ら現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
　貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないも
のについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定され
るため、帳簿価額を時価としております。
負　債
　　預金（１）
　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており
ます。また、定期預金は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規預金を受け入れる
際に適用する利率で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）で、
時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。

　　譲渡性預金（２）
　譲渡性預金については、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規譲渡性預金を受け
入れる際に適用する利率で割り引いて時価を算定しております。なお、預入期間が短期間（１年以内）
で、時価が帳簿価額と近似しているものは、当該帳簿価額を時価としております。

　　コールマネー及び売渡手形（３）
　コールマネー及び売渡手形については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。

　　借用金（４）
　短期借用金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。連結される子会社及び子法人等が他行から借り入れた長期借用金については、当行が当該連結
される子会社及び子法人等へ付与した信用格付に応じた標準スプレッド（経費率を含む）を市場金利
に加味した利率で、期間に基づく区分ごとに割り引いて時価を算定しております。それ以外の長期借
用金については、「連結貸借対照表計上額」の重要性が乏しいことから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報
の「資産　その他有価証券」には含まれておりません。（３）

（※１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから時価開示の対象とはしておりません。

（※２）当連結会計年度において、非上場株式について５１百万円減損処理を行っております。
（※３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められ

るもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。

（有価証券関係）
　連結貸借対照表の、「有価証券」のほか、「商品有価証券」、並びに「買入金銭債権」中のその他買入金銭債
権が含まれております。



小計

合　計

小計

国債

地方債
時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの

対照表計上額を
時価が連結貸借

超えないもの

（百万円） （百万円） （百万円）
連結貸借対照表計上額種　類 時　価 差　額

地方債

その他

小計

合　計

種　類

小計

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

その他

　地方債

　社債

債券

　国債

株式

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

その他

　地方債

債券

　国債

株式

（百万円）（百万円）（百万円）
連結貸借対照表計上額 取得原価 差　額

　社債

国債

５，５１１

３，０９９

８，６１０

５００

１，７９９

１８７

２，４８７

１１，０９８

５，５７５

３，１３１

８，７０７

４９８

１，７８８

１８７

２，４７３

１１，１８１

６４

３２

９６

△　　　　　　２

△　　　　　１１

―

△　　　　　１４

８２

６９，５５６

１，５０７，８３１

７７８，５８７

１０３，８９３

６２５，３５０

７４，９８８

１，６５２，３７６

２１，１８７

２２５，７０５

８６，２６９

４，０５９

１３５，３７７

２１５，４３３

４６２，３２６

２，１１４，７０３

４１，２５５

１，４７４，４１４

７５８，１６０

１０２，２３１

６１４，０２２

７３，４４１

１，５８９，１１２

２５，８９２

２２７，５６３

８６，７７５

４，０７２

１３６，７１５

２３６，９５４

４９０，４１０

２，０７９，５２３

２８，３００

３３，４１７

２０，４２７

１，６６１

１１，３２８

１，５４７

６３，２６４

△　　４，７０５

△　　１，８５８

△　　　　５０６

△　　　　　１３

△　　１，３３８

△　２１，５２０

△　２８，０８４

３５，１８０

含まれた評価差額（百万円）
当連結会計年度の損益に

売買目的有価証券 ０

１．売買目的有価証券（平成２３年３月３１日現在）

２．満期保有目的の債券（平成２３年３月３１日現在）

３．その他有価証券（平成２３年３月３１日現在）



その他

　社債

　地方債

合　計

　国債

債券

株式

売却益の合計額
（百万円）
売却額

（百万円） （百万円）
売却損の合計額

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

正常先

要注意先

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて５０％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは３０％）以上下落

時価が取得原価に比べて下落

時価が取得原価に比べて３０％以上下落

運用目的の金銭の信託

連結貸借対照表計上額
れた評価差額（百万円）
当連結会計年度の損益に含ま

（百万円）

４，９０６

１２１，４６０

５４，７９７

１６，０９１

５０，５７１

１６２

１２６，５２８

１，０７６

９０５

３５２

５６

４９６

８２

２，０６３

７

２３

―

―

２３

―

３１

２４，８４２ ５３０

連結貸借対

その他の
金銭の信託

照表計上額
（百万円）

うち連結貸借対照うち連結貸借対照

価を超えるもの
表計上額が取得原

（百万円）

差　額
（百万円）（百万円）

取得原価
価を超えないもの
表計上額が取得原

（百万円）

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成２２年４月１日　至　平成２３年３月３１日）

５．減損処理を行った有価証券
　有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べ
て著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該
時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下、
「減損処理」という。）しております。
　当連結会計年度における減損処理額は６０３百万円（うち、株式６０３百万円）であります。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（平成２３年３月３１日現在）

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２３年３月３１日現在）

（注）１．連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末における市場価格等に基づく時価により計上した
ものであります。

２．「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

２０，５８８ ２２，１３５ ― １，５４６△　１，５４６



正常先

要注意先 時価が取得原価に比べて３０％以上下落

時価が取得原価に比べて下落破綻先、実質破綻先、破綻懸念先

時価が取得原価に比べて５０％以上下落または、時価が取得原
価に比べて３０％以上５０％未満下落したもので、過去１か月間
の時価の平均が取得原価に比べて５０％（一定以上の信用リス
クを有すると認められるものは３０％）以上下落

権利行使期間

対象勤務期間

権利確定条件

付与日

付与対象者の区分及び人数

株式の種類別のストック・
オプションの数（注）

平成２１年ストック・オプション

当行の取締役１６名

当行普通株式　２８１，８００株

平成２１年８月３日

権利確定条件は定めていない

対象勤務期間は定めていない

平成２１年８月４日～
平成４６年８月３日

平成２２年ストック・オプション

当行の取締役１６名

当行普通株式　３５７，５００株

平成２２年８月２日

権利確定条件は定めていない

対象勤務期間は定めていない

平成２２年８月３日～
平成４７年８月２日

３．減損処理を行った金銭の信託
　その他の金銭の信託の信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価
が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないもの
については、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、減損処理しております。なお、当
連結会計年度においては該当ありません。
　また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の
発行会社等の区分毎に次のとおり定めております。

　なお、要注意先とは今後管理に注意を要する債務者、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び
要注意先以外の債務者であります。

（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名

営業経費　　１４８　百万円
２．ストック・オプションの内容

（注）株式数に換算して記載しております。



権利確定前

　期首数

　付与数

　権利失効数

　権利確定数

　権利未確定残数

権利確定後

無リスク利子率（注４）

予想配当（注３）

予想残存期間（注２）

株価変動性（注１）

行使時平均株価

３．ストック・オプションの規模及びその変動状況
①　ストック・オプションの数

②　単価情報

４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
　当連結会計年度において付与された平成２２年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方
法は以下のとおりであります。
①　使用した評価技法　ブラック・ショールズ式
②　主な基礎数値及び見積方法

（注）１．予想残存期間６年３ヵ月に対応する期間（平成１６年４月から平成２２年８月まで）の株価実績に
基づき算定しております。

２．過去１０年間に退任した役員の平均的な在任期間及び退任時年齢から、現在の在任役員の平均在
任期間及び年齢を減じて算出された、それぞれの残存期間の平均値を予想残存期間とする方法で
見積もっております。

３．平成２２年３月期の配当実績
４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており
ます。

　期首数

　権利確定数

　権利行使数

　権利不行使による失効数

　権利未行使残数

―

２８１，８００株

―

１３，２００株

２６８，６００株

―

１３，２００株

１３，２００株

―

―

―

３５７，５００株

―

―

３５７，５００株

―

―

―

―

―

平成２２年ストック・オプション平成２１年ストック・オプション

権利行使価格

平成２２年ストック・オプション平成２１年ストック・オプション

付与日における公正な評価単価

４７３円

５２３円

―

４１５円

１円 １円

平成２２年ストック・オプション

２８．８２９％

６年３ヵ月

０．４８４％

７円／株
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